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令和5年第1回市議会（定例会）に次の案件を提出する｡ 
 

令 和 5 年 2 月 2 0 日 

堺市長 永  藤 英 機 

 

議案第 44 号 堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例 
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議案第 44 号 

 

堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

堺市国民健康保険条例（昭和３４年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改める。 

第１５条の２第１項第２号中「２８５，０００円」を「２９０，０００円」に改め、同

項第３号中「５２０，０００円」を「５３５，０００円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の第６条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適

用し、同日前の出産については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の第１５条の２の規定は、令和５年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和４年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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（議案第 44 号説明資料） 

 

堺市国民健康保険条例の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

(1) 国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）の一部改正に伴う所要の改正

を行うものであること。 

(2) 社会保障審議会医療保険部会の議論の整理（令和４年１２月１５日）で、出産育児

一時金の額を引き上げるべきとされたことに係る健康保険法施行令（大正１５年勅令

第２４３号）の一部改正を踏まえ、国民健康保険においても出産育児一時金の額を引

き上げることとし、所要の改正を行うものであること。 

 

２ 施行期日 

令和５年４月１日から施行するものであること。 
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